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「英語が使える日本人」の育成のための行動計画（抜粋） 

 
平成１５年３月３１日 
文 部 科 学 省 

 
 
２．英語教員の指導力向上及び指導体制の充実 
 
【目標】 

○ 概ね全ての英語教員が、英語を使用する活動を積み重ねながらコミュニケーション能

力の育成を図る授業を行うことのできる英語力（英検準一級、TOEFL550 点、

TOEIC730 点程度以上）及び教授力を備える 
○ 地域レベルのリーダー的教員を中核として、地域の英語教育の向上を図る 
○ 中・高等学校の英語の授業に週１回以上はネイティブスピーカーが参加する 
○ 英語に堪能な地域の人材を積極的に活用する 

 
「英語が使える日本人」の育成は、日々子どもに接する教員の実践を通して実現される

ものであり、教員の指導力の在り方は極めて重要なものである。英語をコミュニケーショ

ンの手段として使用する活動を積み重ね、これを通して、語彙や文法などの習熟を図り、

「聞く」「話す」「読む」「書く」のコミュニケーション能力の育成を図っていく授業を、普

段から主に英語で展開するためには、英語教員に一定の英語力及び教授力が必要となる。

このため、後述（「７．実践的研究の推進」参照）のとおり英語教員が備えておくべき英語

力及び教授力の内容を具体的に分析する研究を実施するとともに、外部検定試験である程

度測定が可能な英語力については当面の具体的な目標値を設定し、英語力及び教授力を向

上させるため、下記のような施策を通じて、教員研修の充実等の取組を推進する。 
 また、ネイティブスピーカーの活用は、生きた英語を学ぶ貴重な機会であるとともに、

外国語や外国文化等に親しみ、自分の英語がネイティブスピーカーに通じたという喜びと

英語学習へのモティベーション（動機づけ）を高めるなどの意味で、大きな意義を有する。

さらに、海外生活経験等により英語に堪能な社会人など地域の優れた人材の協力を得るこ

とは、英語の指導体制の充実を図る観点のみならず、社会の中での英語の必要性や、英語

ができることによって広がる世界などについて、子どもたちが直接学ぶ貴重な機会となる

観点からも、大きな意味を有する。このため、指導体制の充実のため、下記のような施策

を通じて、ネイティブスピーカーの効果的な活用や地域の優れた人材の活用を推進する。 
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【ネイティブスピーカーの活用促進】 
○ ＡＬＴ（外国語指導助手）の活用促進 

ＪＥＴプログラム1によるＡＬＴの勤務年限の弾力化（最大３年から５年に拡大）

や、単独での授業が可能な特別非常勤講師としての活用などを通じて、ＡＬＴの有効

活用を促進するとともに、地方公共団体の配置要望に可能な範囲で応え、ＡＬＴの活

用を促進する。また、活用状況は、先述の英語教育の改善実施状況調査により把握す

る。 
 
（実績） 

○ネイティブ・スピーカーの活用状況（総授業時数における割合） 
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 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

中学校 ２２％ ２１％ ２５％ ２７％ ２８％ 

高等学校 

（国際学科以外の学科） 

１２％ １３％ １４％ １４％ １５％ 

    ※小学校第６学年では、平成１８年度：６６．０％、平成１９年度：６５．４％ 

※最新の調査では、小学校：６７．４％（平成２０年度実績）、中学校：２４．９％（平成２０年度

実績）、高等学校：９．１％（平成２１年度実績） 

 

 

○ 優れたＡＬＴ等の正規教員への採用促進 
平成１５年度からの３年間で中学について教員定数の加配等も活用し 300 人、将

来的には、中・高等学校について教員定数の加配等も活用し 1,000 人の配置を目指し、

ＡＬＴ等として優れた経験等を有するネイティブスピーカーを正規教員として活用

することを促進する。 
 

（実績） 

○ネイティブ・スピーカーの正規教員への採用状況 

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

２０人 １１人 １０人 １１人 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  地方公共団体を事業主体として、文部科学省、総務省、外務省の協力の下に推進している事業。我

が国における外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルでの国際交流の進展を図ることを通じて、

我が国と諸外国との相互理解を増進し、もって我が国の国際化の促進に資することを目的とする。 


